
11月9日（金）・ 29日（木）11:00～14:00

「子育てママによる
 オレンジリボンキャンペーン」
11月11日（日）13:30～16:00

「子どもに向き合う
 ポジティブ子育て」　
11月17日（土）13:00～15:00

「産後すぐに必要な
 小児科の知識から
 “産後クライシス”まで」
11月24日（土）14:00～16:30

「たたかない＆どならない子育て」
11月25日（日）14：00～17：00　

「子育てcafe 
       ～“たたかない育児”を考える～」
11月30日（金）13:30～15:30

「おやこでつくろう！ 
 じぶんちエコバッグ」
※詳細な内容、場所は裏面をご覧下さい。
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2012年 児童虐待防止推進月間

都内広域協働プロジェクト

■11月は児童虐待防止推進月間です

厚生労働省は、平成16年度から、児童虐待防止法が施行された11月を「児童虐待防止推進月間」と定めました。

児童虐待問題に関する深い関心と理解が得られるよう、期間中は児童虐待防止のための広報・啓発活動などさまざ

まな取り組みが集中的に実施されています。

「ゆる育児」キャンペーン

は、こんなふうに感じた、

考えた東京都内の6つの子

育て支援、虐待予防団体が、

11月の児童虐待防止推進

月間に合わせて開催する同

時キャンペーンです。

2012年12012年111月月

都内6カ所で都内6カ所で
6団体が6団体が
協働開協働開催催！！

開催スケジュ
ール

墨田区墨田区

江東区江東区

杉並区杉並区

文京区文京区

三鷹市三鷹市


